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廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
表

○
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
二
条
の
五
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
二
条
の
五
）

第
二
章

一
般
廃
棄
物
（
第
三
条
―
第
五
条
の
十
）

第
二
章

一
般
廃
棄
物
（
第
三
条
―
第
五
条
の
七
）

第
三
章

産
業
廃
棄
物
（
第
六
条
―
第
七
条
の
六
）

第
三
章

産
業
廃
棄
物
（
第
六
条
―
第
七
条
の
四
）

第
四
章

廃
棄
物
処
理
セ
ン
タ
ー
（
第
八
条
―
第
十
三
条
）

第
四
章

廃
棄
物
処
理
セ
ン
タ
ー
（
第
八
条
―
第
十
三
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
十
四
条
―
第
二
十
四
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
十
四
条
―
第
二
十
四
条
）

附
則

附
則

（
一
般
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
処
分
等
の
委
託
の
基
準
）

（
一
般
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
処
分
等
の
委
託
の
基
準
）

第
四
条

法
第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
が
一
般
廃
棄
物
の
収
集

第
四
条

法
第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
が
一
般
廃
棄
物
の
収
集

、
運
搬
又
は
処
分
（
再
生
を
含
む
。
）
を
市
町
村
以
外
の
者
に
委
託
す
る
場
合
の

、
運
搬
又
は
処
分
（
再
生
を
含
む
。
）
を
市
町
村
以
外
の
者
に
委
託
す
る
場
合
の

基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

受
託
者
が
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

二

受
託
者
が
法
第
七
条
第
三
項
第
四
号
イ
か
ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

三
～
九

（
略
）

三
～
九

（
略
）

（
事
業
者
の
一
般
廃
棄
物
の
運
搬
、
処
分
等
の
委
託
の
基
準
）

第
四
条
の
四

法
第
六
条
の
二
第
七
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

一

他
人
の
一
般
廃
棄
物
の
運
搬
又
は
処
分
若
し
く
は
再
生
を
業
と
し
て
行
う
こ
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と
が
で
き
る
者
で
あ
つ
て
、
委
託
し
よ
う
と
す
る
一
般
廃
棄
物
の
運
搬
又
は
処
分

若
し
く
は
再
生
が
そ
の
事
業
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
も
の
に
委
託
す
る
こ
と
。

二

特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
の
運
搬
又
は
処
分
若
し
く
は
再
生
に
あ
つ
て
は

そ
、

の
運
搬
又
は
処
分
若
し
く
は
再
生
を
委
託
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
あ
ら
か
じ

め
、
当
該
委
託
し
よ
う
と
す
る
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
の
種
類
、
数
量
、
性
状
そ

の
他
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
を
文
書
で
通
知
す
る
こ
と
。

第
四
条
の
五

（
略
）

第
四
条
の
四

（
略
）

（
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
ハ
の
生
活
環
境
の
保
全
を
目
的
と
す
る
法
令
）

第
四
条
の
六

法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
ハ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
令
は

（
法
第
七
条
第
三
項
第
四
号
ハ
の
生
活
環
境
の
保
全
を
目
的
と
す
る
法
令
）

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
四
条
の
五

法
第
七
条
第
三
項
第
四
号
ハ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
令
は

一
～
九

（
略
）

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
九

（
略
）

（
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
ヘ
、
リ
及
び
ヌ
の
政
令
で
定
め
る
使
用
人
）

第
四
条
の
七

法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
ヘ
、
リ
及
び
ヌ
に
規
定
す
る
政
令
で
定

（
法
第
七
条
第
三
項
第
四
号
ト
及
び
チ
の
政
令
で
定
め
る
使
用
人
）

め
る
使
用
人
は
、
申
請
者
の
使
用
人
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
代
表
者
で
あ
る
も

第
四
条
の
六

法
第
七
条
第
三
項
第
四
号
ト
及
び
チ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

の
と
す
る
。

使
用
人
は
、
申
請
者
の
使
用
人
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
代
表
者
で
あ
る
も
の
と

一
・
二

（
略
）

す
る
。

一
・
二

（
略
）

（
一
般
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
の
更
新
期
間
）

第
四
条
の
八

法
第
七
条
第
七
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
二
年
と

（
一
般
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
の
更
新
期
間
）

す
る
。

第
四
条
の
七

法
第
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
二
年
と

す
る
。

（
広
域
的
処
理
に
係
る
変
更
の
認
定
）

第
五
条
の
八

法
第
九
条
の
九
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
環

境
大
臣
の
変
更
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
変
更
が
環
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境
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

当
該
認
定
に
係
る
処
理
の
内
容
に
関
す
る
事
項

二

当
該
認
定
に
係
る
処
理
を
行
い
、
又
は
行
お
う
と
す
る
者
（
そ
の
委
託
を
受

け
て
当
該
処
理
を
行
い
、
又
は
行
お
う
と
す
る
者
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項

三

当
該
認
定
に
係
る
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
に
関
す
る
事
項

（
認
定
証
）

第
五
条
の
九

環
境
大
臣
は
、
法
第
九
条
の
九
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
、
又

は
前
条
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
認
定
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
廃
止
等
の
届
出
）

第
五
条
の
十

法
第
九
条
の
九
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
第
五
条
の
八
た

だ
し
書
の
環
境
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
し
た
と
き
、
若
し
く
は
法
第
九
条

の
九
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
、
又
は
当
該
認
定
に

係
る
処
理
に
係
る
事
業
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
環
境
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
環
境
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。(

産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
処
分
等
の
基
準)

第
六
条

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
（
特
別
管
理
産
業
廃

棄
物
以
外
の
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
法
第
二
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
廃
棄

(

産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
処
分
等
の
基
準)

物
で
あ
る
も
の
及
び
当
該
廃
棄
物
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
を
除
く
。

第
六
条

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
（
特
別
管
理
産
業
廃

以
下
こ
の
項
（
第
三
号
イ
及
び
第
四
号
イ
を
除
く
。
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
収

棄
物
以
外
の
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
法
第
二
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
廃
棄

集
、
運
搬
及
び
処
分
（
再
生
を
含
む
。
）
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

物
で
あ
る
も
の
及
び
当
該
廃
棄
物
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
を
除
く
。

一

（
略
）

以
下
こ
の
項
（
第
三
号
イ
及
び
第
四
号
イ
を
除
く
。
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
収

二

産
業
廃
棄
物
の
処
分
（
埋
立
処
分
及
び
海
洋
投
入
処
分
を
除
く
。
以
下
こ
の

集
、
運
搬
及
び
処
分
（
再
生
を
含
む
。
）
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
再
生
に
当
た
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

一

（
略
）
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イ

（
略
）

二

産
業
廃
棄
物
の
処
分
（
埋
立
処
分
及
び
海
洋
投
入
処
分
を
除
く
。
以
下
こ
の

ロ

産
業
廃
棄
物
の
保
管
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
再
生
に
当
た
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

・

（
略
）

イ

（
略
）

(1)

(2)保
管
す
る
産
業
廃
棄
物
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る
処
理
施
設
が
同
時
に
当

ロ

産
業
廃
棄
物
の
保
管
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

(3)該
産
業
廃
棄
物
と
同
様
の
性
状
を
有
す
る
一
般
廃
棄
物
と
し
て
環
境
省
令
で
定
め

・

（
略
）

(1)

(2)

る
も
の
の
処
理
施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
一
般
廃
棄
物
を
含
む
。
）

保
管
す
る
産
業
廃
棄
物
の
数
量
が
、
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る
処
理
施
設
の

(3)

の
数
量
が
、
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る
処
理
施
設
の
一
日
当
た
り
の
処
理
能
力
に

一
日
当
た
り
の
処
理
能
力
に
相
当
す
る
数
量
に
十
四
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
数
量
（

相
当
す
る
数
量
に
十
四
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
数
量
（
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
に

環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
環
境
省
令
で
定
め
る
数
量
）
を
超
え
な

あ
つ
て
は
、
環
境
省
令
で
定
め
る
数
量
）
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ハ

（
略
）

三
～
五

（
略
）

２

（
略
）

ハ

（
略
）

（
事
業
者
の
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
、
処
分
等
の
委
託
の
基
準
）

三
～
五

（
略
）

第
六
条
の
二

法
第
十
二
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と

２

（
略
）

す
る
。

一

（
略
）

（
事
業
者
の
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
、
処
分
等
の
委
託
の
基
準
）

二

産
業
廃
棄
物
の
処
分
又
は
再
生
に
あ
つ
て
は
、
法
第
十
五
条
の
四
の
四
第
一

第
六
条
の
二

法
第
十
二
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と

項
の
許
可
を
受
け
て
輸
入
さ
れ
た
廃
棄
物
以
外
の
廃
棄
物
に
限
り
委
託
す
る
こ
と

す
る
。

が
で
き
る
こ
と
と
し
、
か
つ
、
他
人
の
産
業
廃
棄
物
の
処
分
又
は
再
生
を
業
と
し

一

（
略
）

て
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
つ
て
委
託
し
よ
う
と
す
る
産
業
廃
棄
物
の
処
分
又

二

産
業
廃
棄
物
の
処
分
又
は
再
生
に
あ
つ
て
は
、
法
第
十
五
条
の
四
の
三
第
一

は
再
生
が
そ
の
事
業
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
も
の
に
委
託
す
る
こ
と
。

項
の
許
可
を
受
け
て
輸
入
さ
れ
た
廃
棄
物
以
外
の
廃
棄
物
に
限
り
委
託
す
る
こ
と

三
～
五

（
略
）

が
で
き
る
こ
と
と
し
、
か
つ
、
他
人
の
産
業
廃
棄
物
の
処
分
又
は
再
生
を
業
と
し

て
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
つ
て
委
託
し
よ
う
と
す
る
産
業
廃
棄
物
の
処
分
又

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
処
分
等
の
基
準
）

は
再
生
が
そ
の
事
業
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
も
の
に
委
託
す
る
こ
と
。

第
六
条
の
五

法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

三
～
五

（
略
）

（
法
第
二
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
（
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ

ニ
ル
汚
染
物
を
除
く
。
）
及
び
第
二
条
の
四
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
処
分
等
の
基
準
）
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廃
棄
物
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
収
集
、
運
搬
及
び
処
分
（

第
六
条
の
五

法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

再
生
を
含
む
。
）
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
法
第
二
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
（
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ

一

（
略
）

ニ
ル
汚
染
物
を
除
く
。
）
及
び
第
二
条
の
四
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る

二

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
分
（
埋
立
処
分
及
び
海
洋
投
入
処
分
を
除
く
。

廃
棄
物
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
収
集
、
運
搬
及
び
処
分
（

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
再
生
に
当
た
つ
て
は
、
第
三
条
第
一
号
イ

再
生
を
含
む
。
）
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

及
び
ロ
並
び
に
第
二
号
イ
並
び
に
第
四
条
の
二
第
一
号
イ

の
規
定
の
例
に
よ
る

一

（
略
）

(1)

ほ
か
、
次
に
よ
る
こ
と
。

二

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
分
（
埋
立
処
分
及
び
海
洋
投
入
処
分
を
除
く
。

イ
～
ト

（
略
）

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
再
生
に
当
た
つ
て
は
、
第
三
条
第
一
号
イ

チ

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
保
管
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

及
び
ロ
並
び
に
第
二
号
イ
並
び
に
第
四
条
の
二
第
一
号
イ

の
規
定
の
例
に
よ
る

(1)

・

（
略
）

ほ
か
、
次
に
よ
る
こ
と
。

(1)

(2)保
管
す
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
（
当
該
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
係
る
処

イ
～
ト

（
略
）

(3)理
施
設
が
同
時
に
当
該
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
と
同
様
の
性
状
を
有
す
る
特
別
管

チ

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
保
管
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

理
一
般
廃
棄
物
と
し
て
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
の
処
理
施
設
で
あ
る
場
合
に
あ

・

（
略
）

(1)

(2)

つ
て
は
、
当
該
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
を
含
む
。
）
の
数
量
が
、
当
該
特
別
管
理

保
管
す
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
数
量
が
、
当
該
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

(3)

産
業
廃
棄
物
に
係
る
処
理
施
設
の
一
日
当
た
り
の
処
理
能
力
に
相
当
す
る
数
量
に

に
係
る
処
理
施
設
の
一
日
当
た
り
の
処
理
能
力
に
相
当
す
る
数
量
に
十
四
を
乗
じ

十
四
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
数
量
（
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
環
境

て
得
ら
れ
る
数
量
（
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
環
境
省
令
で
定
め

省
令
で
定
め
る
数
量
）
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

る
数
量
）
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

三
・
四

（
略
）

２

（
略
）

（
法
第
十
三
条
の
十
四
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
）

三
・
四

（
略
）

第
六
条
の
八

法
第
十
三
条
の
十
四
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と

２

（
略
）

お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

（
法
第
十
三
条
の
十
四
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
）

二

受
託
者
が
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当

第
六
条
の
八

法
第
十
三
条
の
十
四
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と

し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

お
り
と
す
る
。

三

（
略
）

一

（
略
）

二

受
託
者
が
法
第
十
四
条
第
三
項
第
二
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
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（
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ニ
及
び
ヘ
の
政
令
で
定
め
る
使
用
人
）

し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

第
六
条
の
十

法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ニ
及
び
ヘ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

三

（
略
）

る
使
用
人
は
、
第
四
条
の
七
に
規
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
十
四
条
第
三
項
第
二
号
ニ
及
び
ヘ
の
政
令
で
定
め
る
使
用
人
）

（
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
の
更
新
期
間
）

第
六
条
の
十

法
第
十
四
条
第
三
項
第
二
号
ニ
及
び
ヘ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

第
六
条
の
十
一

法
第
十
四
条
第
七
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る

る
使
用
人
は
、
第
四
条
の
六
に
規
定
す
る
も
の
と
す
る
。

。

（
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
の
更
新
期
間
）

（
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
又
は
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
の
産
業
廃
棄
物
の
収

第
六
条
の
十
一

法
第
十
四
条
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る

集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
等
の
再
委
託
の
基
準
）

。

第
六
条
の
十
二

法
第
十
四
条
第
十
四
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
又
は
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
の
産
業
廃
棄
物
の

一
～
三

（
略
）

収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
等
の
再
委
託
の
基
準
）

第
六
条
の
十
二

法
第
十
四
条
第
十
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
の
更
新
期
間
）

の
と
お
り
と
す
る
。

第
六
条
の
十
四

法
第
十
四
条
の
四
第
七
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と

一
～
三

（
略
）

す
る
。

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
の
更
新
期
間
）

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者

第
六
条
の
十
四

法
第
十
四
条
の
四
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と

の
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
等
の
再
委
託
の
基
準

す
る
。

）第
六
条
の
十
五

法
第
十
四
条
の
四
第
十
四
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
基
準

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

の
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
等
の
再
委
託
の
基
準

一
・
二

（
略
）

）第
六
条
の
十
五

法
第
十
四
条
の
四
第
十
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は

（
産
業
廃
棄
物
の
広
域
的
処
理
の
認
定
に
関
す
る
読
替
え
）

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
七
条
の
四

法
第
十
五
条
の
四
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
九
条
の
九
第

一
・
二

（
略
）

八
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
は
、
同
項
中
「
前
各
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
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十
五
条
の
四
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
同
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
広
域
的
処
理
に
係
る
変
更
の
認
定
等
）

第
七
条
の
五

第
五
条
の
八
か
ら
第
五
条
の
十
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
十
五
条
の

四
の
三
第
一
項
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
の

十
中
「
第
五
条
の
八
た
だ
し
書
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す

る
第
五
条
の
八
た
だ
し
書
」
と
、
「
法
第
九
条
の
九
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の

は
「
法
第
十
五
条
の
四
の
三
第
二
項
第
一
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
産
業
廃
棄
物
の
輸
出
の
確
認
に
関
す
る
読
替
え
）

第
七
条
の
六

法
第
十
五
条
の
四
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は

、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

（
略
）

（
産
業
廃
棄
物
の
輸
出
の
確
認
に
関
す
る
読
替
え
）

第
七
条
の
四

法
第
十
五
条
の
四
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は

、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

（
略
）
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○
輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
（
抄
）

（
附
則
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
特
例
）

（
特
例
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

第
二
条
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
別

２

第
二
条
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
別

表
第
二
の
三
七
か
ら
四
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
（
同
表
の
四
二
の
項

表
第
二
の
三
七
か
ら
四
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
（
同
表
の
四
二
の
項

の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
の
う
ち
向
精
神
薬
で
あ
つ
て
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締

の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
の
う
ち
向
精
神
薬
で
あ
つ
て
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締

法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
第
五
十
条
の
十
一
第
二
号
の
規
定
に
該
当

法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
第
五
十
条
の
十
一
第
二
号
の
規
定
に
該
当

す
る
者
が
輸
出
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

す
る
者
が
輸
出
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

別
表
第
二
の
三
五
の
二
の
項

に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
廃
棄
物
の
処
理

三

別
表
第
二
の
三
五
の
二
の
項

に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
廃
棄
物
の
処
理

(二)

(二)

及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
条
第
二

及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
条
第
二

項
（
同
法
第
十
五
条
の
四
の
六
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

項
（
同
法
第
十
五
条
の
四
の
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

規
定
す
る
者
が
輸
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

規
定
す
る
者
が
輸
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

四

（
略
）

四

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）
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○
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
（
抄
）

（
附
則
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
七
百
一
条
の
三
十
四
第
三
項
第
八
号
の
施
設
）

（
法
第
七
百
一
条
の
三
十
四
第
三
項
第
八
号
の
施
設
）

第
五
十
六
条
の
二
十
五
の
二

法
第
七
百
一
条
の
三
十
四
第
三
項
第
八
号
に
規
定

第
五
十
六
条
の
二
十
五
の
二

法
第
七
百
一
条
の
三
十
四
第
三
項
第
八
号
に
規
定

す
る
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
七
条

す
る
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
七
条

第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
若
し
く
は
同
法
第
九
条
の
八
第
一

第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
若
し
く
は
同
法
第
九
条
の
八
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
て
、
又
は
同
法
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
若
し
く

項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
て
、
又
は
同
法
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
若
し
く

は
同
条
第
六
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
の
委
託
を
受
け
て
行
う
一
般
廃

は
同
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
の
委
託
を
受
け
て
行
う
一
般
廃

棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
の
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
（
当
該
施
設
が
同
号

棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
の
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
（
当
該
施
設
が
同
号

の
事
業
の
用
と
第
五
十
六
条
の
五
十
三
の
二
第
一
項
第
四
号
の
事
業
の
用
と
に
併

の
事
業
の
用
と
第
五
十
六
条
の
五
十
三
の
二
第
一
項
第
四
号
の
事
業
の
用
と
に
併

せ
供
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
施
設
の
う
ち
法
第
七
百
一
条
の
三
十
四
第
三
項
第

せ
供
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
施
設
の
う
ち
法
第
七
百
一
条
の
三
十
四
第
三
項
第

八
号
の
事
業
に
係
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
部
分
に
限
る
。
）
と
す
る

八
号
の
事
業
に
係
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
部
分
に
限
る
。
）
と
す
る

。

。

（
法
第
七
百
一
条
の
四
十
一
第
一
項
の
表
の
第
五
号
の
事
業
等
）

（
法
第
七
百
一
条
の
四
十
一
第
一
項
の
表
の
第
五
号
の
事
業
等
）

第
五
十
六
条
の
五
十
三
の
二

（
略
）

第
五
十
六
条
の
五
十
三
の
二

（
略
）

２

法
第
七
百
一
条
の
四
十
一
第
一
項
の
表
の
第
五
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

２

法
第
七
百
一
条
の
四
十
一
第
一
項
の
表
の
第
五
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

る
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
施

る
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
施

設
と
す
る
。

設
と
す
る
。

一

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六

一

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四

項
若
し
く
は
第
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
又
は

項
若
し
く
は
第
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
又
は

同
法
第
十
五
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
て
行
う
産
業
廃
棄

同
法
第
十
五
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
て
行
う
産
業
廃
棄

物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
の
事
業

同
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項

物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
の
事
業

同
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項

若
し
く
は
第
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
又
は
同

若
し
く
は
第
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
又
は
同

法
第
十
五
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
て
行
う
産
業
廃
棄
物

法
第
十
五
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
て
行
う
産
業
廃
棄
物
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の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
の
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
う
ち
事
務
所
以
外
の
施

の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
の
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
う
ち
事
務
所
以
外
の
施

設

設

二
～
六

（
略
）

二
～
六

（
略
）
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○
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
（
抄
）

（
附
則
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
特
定
災
害
防
止
準
備
金
）

（
特
定
災
害
防
止
準
備
金
）

第
十
二
条

法
第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
表
の
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

第
十
二
条

法
第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
表
の
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

る
最
終
処
分
場
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年

る
最
終
処
分
場
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年

法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
（
同
法
第
九
条
第
一

法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
（
同
法
第
九
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
含
む
。
）
に
係
る
同
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一

項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
含
む
。
）
に
係
る
同
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一

般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
及
び
同
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
（
同

般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
及
び
同
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
（
同

法
第
十
五
条
の
二
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
含
む
。
）
に
係
る
廃
棄
物

法
第
十
五
条
の
二
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
含
む
。
）
に
係
る
廃
棄
物

の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
第

の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
第

七
条
第
十
四
号
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
と
し
、
同
表
の
第
二
号

七
条
第
十
四
号
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
と
し
、
同
表
の
第
二
号

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
最
終
処
分
は
、
埋
立
処
分
（
地
中
に
あ
る
空
間
を
利

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
最
終
処
分
は
、
埋
立
処
分
（
地
中
に
あ
る
空
間
を
利

用
す
る
処
分
の
方
法
を
含
む
。
）
と
す
る
。

用
す
る
処
分
の
方
法
を
含
む
。
）
と
す
る
。

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

18

18

（
特
定
災
害
防
止
準
備
金
）

（
特
定
災
害
防
止
準
備
金
）

第
三
十
二
条
の
八

法
第
五
十
五
条
の
六
第
一
項
の
表
の
第
二
号
に
規
定
す
る
政

第
三
十
二
条
の
八

法
第
五
十
五
条
の
六
第
一
項
の
表
の
第
二
号
に
規
定
す
る
政

令
で
定
め
る
最
終
処
分
場
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
八
条

令
で
定
め
る
最
終
処
分
場
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
（
同
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
含
む

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
（
同
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
含
む

。
）
に
係
る
同
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
及
び

。
）
に
係
る
同
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
及
び

同
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
（
同
法
第
十
五
条
の
二
の
五
第
一
項

同
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
（
同
法
第
十
五
条
の
二
の
四
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
許
可
を
含
む
。
）
に
係
る
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法

の
規
定
に
よ
る
許
可
を
含
む
。
）
に
係
る
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法

律
施
行
令
第
七
条
第
十
四
号
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
と
し
、
同

律
施
行
令
第
七
条
第
十
四
号
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
と
し
、
同

表
の
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
最
終
処
分
は
、
埋
立
処
分
（
地
中
に
あ

表
の
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
最
終
処
分
は
、
埋
立
処
分
（
地
中
に
あ

る
空
間
を
利
用
す
る
処
分
の
方
法
を
含
む
。
）
と
す
る
。

る
空
間
を
利
用
す
る
処
分
の
方
法
を
含
む
。
）
と
す
る
。
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２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

19

19
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○
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
（
抄
）

（
附
則
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
（
第
十
六
条
の
五
関
係
）

別
表
（
第
十
六
条
の
五
関
係
）

・

（
略
）

（
略
）

・

（
略
）

（
略
）

(一)

(二)

(一)

(二)

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関

同
法
第
九
条
の
二
第
一
項
、
第

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関

同
法
第
九
条
の
二
第
一
項
、
第

(三)

(三)

す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法

九
条
の
三
第
三
項
（
同
条
第
八

す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法

九
条
の
三
第
三
項
（
同
条
第
八

律
第
百
三
十
七
号
）
第
八
条
第

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

律
第
百
三
十
七
号
）
第
八
条
第

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

一
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十

含
む
。
）
若
し
く
は
第
九
項
又

一
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十

含
む
。
）
若
し
く
は
第
九
項
又

五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五

は
第
十
五
条
の
二
の
六
の
規
定

五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五

は
第
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ

条
の
二
の
五
第
一
項
の
規
定
に

に
よ
る
命
令

条
の
二
の
四
第
一
項
の
規
定
に

る
命
令

よ
る
許
可
又
は
同
法
第
九
条
の

よ
る
許
可
又
は
同
法
第
九
条
の

三
第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
の

三
第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
の

規
定
に
よ
る
届
出

規
定
に
よ
る
届
出

～

（
略
）

（
略
）

～

（
略
）

（
略
）

(四)

(十二)

(四)

(十二)
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○
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
（
抄
）

（
附
則
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
）

一
～
七
十
一
の
三

（
略
）

一
～
七
十
一
の
三

（
略
）

七
十
一
の
四

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法

七
十
一
の
四

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法

律
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

律
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第

イ

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第

三
百
号
）
第
七
条
第
一
号
、
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
八
号
又
は
第
十
一
号

三
百
号
）
第
七
条
第
一
号
、
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
八
号
又
は
第
十
一
号

に
掲
げ
る
施
設
で
あ
つ
て
、
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
又
は
産
業
廃
棄
物
処
理

に
掲
げ
る
施
設
で
あ
つ
て
、
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
又
は
産
業
廃
棄
物
処
理

業
者
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
産

業
者
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
産

業
廃
棄
物
の
処
分
を
業
と
し
て
行
う
者
（
同
法
第
十
四
条
第
六
項
た
だ
し
書
の
規

業
廃
棄
物
の
処
分
を
業
と
し
て
行
う
者
（
同
法
第
十
四
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
同
項
本
文
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
者
及
び
同
法
第
十
四
条

定
に
よ
り
同
項
本
文
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
者
及
び
同
法
第
十
四
条

の
四
第
六
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
同
項
本
文
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
を
要
し

の
四
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
同
項
本
文
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
を
要
し

な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
が
設
置
す
る
も
の

な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
が
設
置
す
る
も
の

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

七
十
一
の
五
～
七
十
四

（
略
）

七
十
一
の
五
～
七
十
四

（
略
）
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○
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
二
百
八
十
二
号
）
（
抄
）

（
附
則
第
七
条
関
係
）（

傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

法
律

規
定

法
律

規
定

一

廃
棄
物
の
処
理
及
び

第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第

一

廃
棄
物
の
処
理
及
び

第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第

清
掃
に
関
す
る
法
律

十
二
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、

清
掃
に
関
す
る
法
律

十
二
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、

（
昭
和
四
十
五
年
法

第
十
四
条
第
十
二
項
、
第
十
四
条
の
四
第

（
昭
和
四
十
五
年
法

第
十
四
条
第
八
項
、
第
十
四
条
の
四
第
八

律
第
百
三
十
七
号
）

十
二
項
又
は
第
十
九
条
の
三
か
ら
第
十
九

律
第
百
三
十
七
号
）

項
又
は
第
十
九
条
の
三
か
ら
第
十
九
条
の

条
の
六
ま
で

六
ま
で

二
～
四

（
略
）

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
略
）
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○
地
域
保
健
対
策
強
化
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
特
別
区
の
事
務
等
に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
六
年
政
令
第
二
百
二
十

二
号
）
（
抄
）

（
附
則
第
八
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

地
域
保
健
対
策
強
化
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
附
則
第
十
二
条

地
域
保
健
対
策
強
化
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
附
則
第
十
二
条

の
政
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

の
政
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十

四

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十

七
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
八
条
の
二
第
一
項
か

七
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
八
条
の
二
第
一
項
か

ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
、
第
八
条
の
五
第
四
項
、
第
九
条
、
第
九
条
の
二
第

ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
、
第
八
条
の
五
第
四
項
、
第
九
条
、
第
九
条
の
二
第

一
項
、
第
九
条
の
二
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
九
条
の
三
第
一
項
、
第
三
項

一
項
、
第
九
条
の
三
第
一
項
、
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
七
項
か
ら
第
十
項
ま
で

、
第
四
項
及
び
第
七
項
か
ら
第
十
項
ま
で
、
第
九
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
、

、
第
九
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
九
条
の
六
、
第
九
条
の
七
第
二
項
、
第

第
九
条
の
六
、
第
九
条
の
七
第
二
項
、
第
十
二
条
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
、
第

十
二
条
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
、
第
十
二
条
の
二
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
、

十
二
条
の
二
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
、
第
十
二
条
の
三
第
六
項
、
第
十
二
条
の

第
十
二
条
の
三
第
六
項
、
第
十
二
条
の
五
第
八
項
、
第
十
二
条
の
六
、
第
十
四
条

五
第
八
項
、
第
十
二
条
の
六
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
十

第
一
項
、
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
十
四
条
の
二
、
第
十
四
条
の
三
、

項
、
第
十
四
条
の
二
、
第
十
四
条
の
三
、
第
十
四
条
の
三
の
二
、
第
十
四
条
の
四

第
十
四
条
の
四
第
一
項
、
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
十
四
条
の
五
、
第

第
一
項
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
十
項
、
第
十
四
条
の
五
、
第
十
四
条
の
六
、

十
四
条
の
六
、
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
十
五
条
の

第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
十
五
条
の
二
第
一
項
か
ら

二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
、
第
十
五
条
の
二
の
三
、
第
十
五
条
の

第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
、
第
十
五
条
の
二
の
三
、
第
十
五
条
の
二
の
四
、
第
十

二
の
四
、
第
十
五
条
の
三
、
第
十
五
条
の
四
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
九
条
第

五
条
の
二
の
五
、
第
十
五
条
の
二
の
六
、
第
十
五
条
の
三
、
第
十
五
条
の
四
、
第

一
項
、
第
十
九
条
の
三
、
第
十
九
条
の
五
、
第
十
九
条
の
六
、
第
十
九
条
の
八
第

十
八
条
第
一
項
、
第
十
九
条
第
一
項
、
第
十
九
条
の
三
、
第
十
九
条
の
五
、
第
十

一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
十
九
条
の
九
、
第
十
九
条
の
十
第
一
項
及
び
第
三
項

九
条
の
六
、
第
十
九
条
の
八
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
十
九
条
の
九
、
第
十

、
第
二
十
条
（
浄
化
槽
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第

九
条
の
十
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
条
（
浄
化
槽
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律

二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の

第
四
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
に
係
る
も
の
を
除

三
か
ら
第
二
十
三
条
の
五
ま
で
に
規
定
す
る
事
務

く
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
三
か
ら
第
二
十
三
条
の
五
ま
で
に
規
定
す
る
事
務
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- 18 -

○
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
四
百
十
一
号
）
（
抄
）

（
附
則
第
九
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
）

（
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
）

第
六
条

法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

第
六
条

法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

受
託
者
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

受
託
者
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
七
条
の
四
若
し
く
は
第
十
四
条

ニ

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
七
条
の
三
若
し
く
は
第
十
四
条

の
三
の
二
（
同
法
第
十
四
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
浄

の
三
（
同
法
第
十
四
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
浄
化
槽

化
槽
法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し

法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日

の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（
当
該
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
あ

か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（
当
該
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
あ
る
場

る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法

合
に
お
い
て
は
、
当
該
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第

律
第
八
十
八
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前
六
十
日
以
内
に

八
十
八
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該

当
該
法
人
の
役
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に

法
人
の
役
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず

準
ず
る
者
を
い
い
、
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る

る
者
を
い
い
、
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を

か
を
問
わ
ず
、
法
人
に
対
し
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ

問
わ
ず
、
法
人
に
対
し
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら

れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含

に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。

む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
五

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を

年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
む
。
）

経
過
し
な
い
も
の
を
含
む
。
）

ホ
～
チ

（
略
）

ホ
～
チ

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）
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○
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
（
抄
）

（
附
則
第
九
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
四
十
九
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
）

（
法
第
四
十
九
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
）

第
五
条

法
第
四
十
九
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

第
五
条

法
第
四
十
九
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

受
託
者
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

受
託
者
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
七
条
の
四
若
し
く
は
第
十
四
条

ニ

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
七
条
の
三
若
し
く
は
第
十
四
条

の
三
の
二
（
同
法
第
十
四
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
浄

の
三
（
同
法
第
十
四
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
浄
化
槽

化
槽
法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し

法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日

の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（
当
該
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
あ

か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（
当
該
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
あ
る
場

る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法

合
に
お
い
て
は
、
当
該
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第

律
第
八
十
八
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前
六
十
日
以
内
に

八
十
八
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該

当
該
法
人
の
役
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に

法
人
の
役
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず

準
ず
る
者
を
い
い
、
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る

る
者
を
い
い
、
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を

か
を
問
わ
ず
、
法
人
に
対
し
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ

問
わ
ず
、
法
人
に
対
し
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら

れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含

に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。

む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
五

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を

年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
む
。
）

経
過
し
な
い
も
の
を
含
む
。
）

ホ
～
チ

ホ
～
チ

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）



- 20 -

○
環
境
影
響
評
価
法
施
行
令
（
平
成
九
年
政
令
第
三
百
四
十
六
号
）
（
抄
）

（
附
則
第
十
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一
（
第
一
条
、
第
三
条
、
第
六
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
一
条
、
第
三
条
、
第
六
条
関
係
）

事
業
の
種

第
一
種
事
業
の
要
件

第
二
種
事
業
の
要

法
律
の
規
定

事
業
の
種

第
一
種
事
業
の
要
件

第
二
種
事
業
の
要

法
律
の
規
定

類

件

類

件

一
～
五

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
～
五

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

六

法
第

イ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

六

法
第

イ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
条
第
二

二
条
第
二

項
第
一
号

ロ

一
般
廃
棄
物
最

一
般
廃
棄
物
最
終

廃
棄
物
の
処
理
及

項
第
一
号

ロ

一
般
廃
棄
物
最

一
般
廃
棄
物
最
終

廃
棄
物
の
処
理
及

ヘ
に
掲
げ

終
処
分
場
又
は
産
業

処
分
場
又
は
産
業

び
清
掃
に
関
す
る

ヘ
に
掲
げ

終
処
分
場
又
は
産
業

処
分
場
又
は
産
業

び
清
掃
に
関
す
る

る
事
業
の

廃
棄
物
最
終
処
分
場

廃
棄
物
最
終
処
分

法
律
第
九
条
第
一

る
事
業
の

廃
棄
物
最
終
処
分
場

廃
棄
物
最
終
処
分

法
律
第
九
条
第
一

種
類

の
規
模
の
変
更
の
事

場
の
規
模
の
変
更

項
、
第
九
条
の
三

種
類

の
規
模
の
変
更
の
事

場
の
規
模
の
変
更

項
、
第
九
条
の
三

業
（
埋
立
処
分
場
所

の
事
業
（
埋
立
処

第
七
項
又
は
第
十

業
（
埋
立
処
分
場
所

の
事
業
（
埋
立
処

第
七
項
又
は
第
十

の
面
積
が
三
十
ヘ
ク

分
場
所
の
面
積
が

五
条
の
二
の
五
第

の
面
積
が
三
十
ヘ
ク

分
場
所
の
面
積
が

五
条
の
二
の
四
第

タ
ー
ル
以
上
増
加
す

二
十
五
ヘ
ク
タ
ー

一
項

タ
ー
ル
以
上
増
加
す

二
十
五
ヘ
ク
タ
ー

一
項

る
も
の
に
限
る
。
）

ル
以
上
三
十
ヘ
ク

る
も
の
に
限
る
。
）

ル
以
上
三
十
ヘ
ク

タ
ー
ル
未
満
増
加

タ
ー
ル
未
満
増
加

す
る
も
の
に
限
る

す
る
も
の
に
限
る

。
）

。
）

七
～
十
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

七
～
十
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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（
略
）

（
略
）

別
表
第
四
（
第
十
四
条
関
係
）

別
表
第
四
（
第
十
四
条
関
係
）

一

（
略
）

（
略
）

一

（
略
）

（
略
）

二

法
第
三
十
三

道
路
整
備
特
別
措
置
法
第
三
条
第
三
項
、
第
七
条
の
十

二

法
第
三
十
三

道
路
整
備
特
別
措
置
法
第
三
条
第
三
項
、
第
七
条
の
十

条
第
二
項
第
二
号

二
第
三
項
及
び
第
七
条
の
十
四
第
五
項
、
水
道
法
第
八

条
第
二
項
第
二
号

二
第
三
項
及
び
第
七
条
の
十
四
第
五
項
、
水
道
法
第
八

の
法
律
の
規
定
で

条
第
一
項
（
同
法
第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

の
法
律
の
規
定
で

条
第
一
項
（
同
法
第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

あ
っ
て
政
令
で
定

場
合
を
含
む
。
）
及
び
同
法
第
二
十
八
条
第
一
項
（
同

あ
っ
て
政
令
で
定

場
合
を
含
む
。
）
及
び
同
法
第
二
十
八
条
第
一
項
（
同

め
る
も
の

法
第
三
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

め
る
も
の

法
第
三
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
工
業
用
水
道
事
業
法
第
五
条
（
同
法
第
六
条
第

。
）
、
工
業
用
水
道
事
業
法
第
五
条
（
同
法
第
六
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
廃
棄
物

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
廃
棄
物

の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
八
条
の
二
第
一
項

の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
八
条
の
二
第
一
項

（
同
法
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

（
同
法
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
及
び
同
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
十

む
。
）
及
び
同
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
十

五
条
の
二
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

五
条
の
二
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
並
び
に
都
市
計
画
法
第
六
十
一
条
（
同
法
第
六

む
。
）
並
び
に
都
市
計
画
法
第
六
十
一
条
（
同
法
第
六

十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

三

（
略
）

（
略
）

三

（
略
）

（
略
）
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○
地
方
公
共
団
体
の
手
数
料
の
標
準
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
（
抄
）

（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

標
準
事
務

手
数
料
を
徴
収
す
る
事
務

金
額

標
準
事
務

手
数
料
を
徴
収
す
る
事
務

金
額

一
～
九
十
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
～
九
十
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

九
十
四

廃
棄
物
の
処

１

（
略
）

（
略
）

九
十
四

廃
棄
物
の
処

１

（
略
）

（
略
）

理
及
び
清
掃
に
関
す
る

理
及
び
清
掃
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
四
十
五
年

２

（
略
）

（
略
）

法
律
（
昭
和
四
十
五
年

２

（
略
）

（
略
）

法
律
第
百
三
十
七
号
）

法
律
第
百
三
十
七
号
）

第
十
四
条
第
一
項
、
第

３

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

十
万
円

第
十
四
条
第
一
項
、
第

３

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

十
万
円

二
項
、
第
六
項
及
び
第

に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
六

二
項
、
第
四
項
及
び
第

に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四

七
項
の
規
定
に
基
づ
く

項
の
規
定
に
基
づ
く
産
業
廃
棄

五
項
の
規
定
に
基
づ
く

項
の
規
定
に
基
づ
く
産
業
廃
棄

産
業
廃
棄
物
処
理
業
の

物
処
分
業
の
許
可
の
申
請
に
対

産
業
廃
棄
物
処
理
業
の

物
処
分
業
の
許
可
の
申
請
に
対

許
可
に
関
す
る
事
務

す
る
審
査

許
可
に
関
す
る
事
務

す
る
審
査

４

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

九
万
四
千
円

４

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

九
万
四
千
円

に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
七

に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
五

項
の
規
定
に
基
づ
く
産
業
廃
棄

項
の
規
定
に
基
づ
く
産
業
廃
棄

物
処
分
業
の
許
可
の
更
新
の
申

物
処
分
業
の
許
可
の
更
新
の
申

請
に
対
す
る
審
査

請
に
対
す
る
審
査

九
十
五

（
略
）

（
略
）

（
略
）

九
十
五

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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九
十
六

廃
棄
物
の
処

１

（
略
）

（
略
）

九
十
六

廃
棄
物
の
処

１

（
略
）

（
略
）

理
及
び
清
掃
に
関
す
る

理
及
び
清
掃
に
関
す
る

法
律
第
十
四
条
の
四
第

２

（
略
）

（
略
）

法
律
第
十
四
条
の
四
第

２

（
略
）

（
略
）

一
項
、
第
二
項
、
第
六

一
項
、
第
二
項
、
第
四

項
及
び
第
七
項
の
規
定

３

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

十
万
円

項
及
び
第
五
項
の
規
定

３

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

十
万
円

に
基
づ
く
特
別
管
理
産

に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
の
四

に
基
づ
く
特
別
管
理
産

に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
の
四

業
廃
棄
物
処
理
業
の
許

第
六
項
の
規
定
に
基
づ
く
特
別

業
廃
棄
物
処
理
業
の
許

第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
特
別

可
に
関
す
る
事
務

管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
許

可
に
関
す
る
事
務

管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
許

可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

４

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

九
万
五
千
円

４

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

九
万
五
千
円

に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
の
四

に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
の
四

第
七
項
の
規
定
に
基
づ
く
特
別

第
五
項
の
規
定
に
基
づ
く
特
別

管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
許

管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
許

可
の
更
新
の
申
請
に
対
す
る
審

可
の
更
新
の
申
請
に
対
す
る
審

査

査

九
十
七
・
九
十
八

（
略
）

（
略
）

九
十
七
・
九
十
八

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

九
十
九

廃
棄
物
の
処

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関

イ

廃
棄
物
の

九
十
九

廃
棄
物
の
処

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関

イ

廃
棄
物
の

理
及
び
清
掃
に
関
す
る

す
る
法
律
第
十
五
条
の
二
の
五

処
理
及
び
清
掃

理
及
び
清
掃
に
関
す
る

す
る
法
律
第
十
五
条
の
二
の
四

処
理
及
び
清
掃

法
律
第
十
五
条
の
二
の

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
産
業

に
関
す
る
法
律

法
律
第
十
五
条
の
二
の

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
産
業

に
関
す
る
法
律

五
第
一
項
の
規
定
に
基

廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許

第
十
五
条
第
四

四
第
一
項
の
規
定
に
基

廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許

第
十
五
条
第
四

づ
く
産
業
廃
棄
物
処
理

可
に
係
る
事
項
の
変
更
の
許
可

項
に
規
定
す
る

づ
く
産
業
廃
棄
物
処
理

可
に
係
る
事
項
の
変
更
の
許
可

項
に
規
定
す
る

施
設
の
設
置
の
許
可
に

の
申
請
に
対
す
る
審
査

産
業
廃
棄
物
処

施
設
の
設
置
の
許
可
に

の
申
請
に
対
す
る
審
査

産
業
廃
棄
物
処

係
る
事
項
の
変
更
の
許

理
施
設
の
設
置

係
る
事
項
の
変
更
の
許

理
施
設
の
設
置

可
に
関
す
る
事
務

の
許
可
に
係
る

可
に
関
す
る
事
務

の
許
可
に
係
る
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事
項
の
変
更
の

事
項
の
変
更
の

許
可
の
申
請
に

許
可
の
申
請
に

係
る
審
査

十

係
る
審
査

十

三
万
円

三
万
円

ロ

そ
の
他
の

ロ

そ
の
他
の

産
業
廃
棄
物
処

産
業
廃
棄
物
処

理
施
設
の
設
置

理
施
設
の
設
置

の
許
可
に
係
る

の
許
可
に
係
る

事
項
の
変
更
の

事
項
の
変
更
の

許
可
の
申
請
に

許
可
の
申
請
に

係
る
審
査

十

係
る
審
査

十

一
万
円

一
万
円

百
～
百
八

（
略
）

（
略
）

（
略
）

百
～
百
八

（
略
）

（
略
）

（
略
）


